
別紙様式第22 （新） 別紙様式第22 （旧）

　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　　年　　　月　　　日

独立行政法人日本貿易保険　御中 独立行政法人日本貿易保険　御中

　

１． １．

２． ２．

(1) (1)

(2) (2)

３． ３．

４． ４．

約款第６条の損失額

約款第３条第１号のてん補危険

日本貿易保険は、当該債権について回収した金額があったときは、次の金額を遅滞なく被保険者に配

分することとする。

限度額設定型貿易保険権利行使等委任状

約款第３条第２号又は第３号のてん補危険

氏名　　　 　　    　　　　　　　印　

（回収に要した費用の負担）

被保険者は、権利行使等の委任後、日本貿易保険が回収のために要した費用について、取得した金

額を限度として負担する。

（回収金の配分）

被保険者（輸出者ｺｰﾄﾞ：　　　　　     　　）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

当社は、別紙に記載する債権（以下「当該債権」という。）について、以下の内容に合意の上、限度額設定型

貿易保険約款（以下「約款」という。）第29条第４項又は第30条第３項及び限度額設定型貿易保険手続細則

第24条第３項の規定に基づき、日本貿易保険に当該債権の回収に係る権利行使等を委任し、以後自らは一

切の権利行使等を行わないことをここに確認します。

（回収金額－A）× １－
支払保険金額

（回収金額－A）× １－

被保険者は、日本貿易保険が自らの判断に基づき当該債権に係る決済条件等について変更を加える

こと又は国際約束に基づく債務救済措置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することに

ついて同意し、当該権限を日本貿易保険に付与する。

（回収に係る権利行使の復委任）

（返済計画の変更）

   Aは、日本貿易保険が回収のために要した費用

   Bは、約款第６条の損失額に決済期限の翌日から保険金支払日（回収が保険金の支払を受けた日以

前の場合には、当該回収のあった日）までの期間に応じ貿易保険共通運用規程（平成１３年４月１日　０

１－制度―０００５８）に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息（保険金

請求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。）を除いた額に支払った保険金の額の約款第６条の損

失額に対する割合を乗じて得た金額から既に被保険者に充当した金額を除いた金額又は回収した金

額からAを除いた金額に支払った保険金の額の約款第６条の損失額に対する割合を乗じて得た金額の

いずれか少ない金額

支払保険金額
＋Ｂ

約款第６条の損失額

日本貿易保険は、被保険者から委任された当該債権の権利行使の権限を第三者に委任することがで

きる。当該委任を受けた第三者の権利行使については、上記１及び２の規定を準用する。

限度額設定型貿易保険権利行使等委任状

被保険者（輸出者ｺｰﾄﾞ：　　　　　     　　）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　 　　    　　　　　　　印　

当社は、別紙に記載する債権（以下「当該債権」という。）について、以下の内容に合意の上、限度額設定型

貿易保険約款（以下「約款」という。）第29条第４項又は第30条第３項及び限度額設定型貿易保険手続細則

第24条の規定に基づき、日本貿易保険に当該債権の回収に係る権利行使等を委任し、以後自らは一切の権

利行使等を行わないことをここに確認します。

（回収に要した費用の負担）

被保険者は、権利行使等の委任後、日本貿易保険が回収のために要した費用について、取得した金

額を限度として負担する。

（回収金の配分）

日本貿易保険は、当該債権について回収した金額があったときは、次の金額を遅滞なく被保険者に配

分することとする。

約款第３条第１号のてん補危険

（回収金額－A）× １－
支払保険金額

約款第６条の損失額

約款第３条第２号又は第３号のてん補危険

（回収金額－A）× １－
支払保険金額

＋Ｂ
約款第６条の損失額

   Aは、日本貿易保険が回収のために要した費用

   Bは、約款第６条の損失額に決済期限の翌日から保険金支払日（回収が保険金の支払を受けた日以

前の場合には、当該回収のあった日）までの期間に応じ貿易保険共通運用規程（平成１３年４月１日　０

１－制度―０００５８）に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息（保険金

請求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。）を除いた額に支払った保険金の額の約款第６条の損

失額に対する割合を乗じて得た金額から既に被保険者に充当した金額を除いた金額又は回収した金

額からAを除いた金額に支払った保険金の額の約款第６条の損失額に対する割合を乗じて得た金額の

いずれか少ない金額

（返済計画の変更）
被保険者は、日本貿易保険が自らの判断に基づき当該債権に係る決済条件等について変更を加える

こと又は国際約束に基づく債務救済措置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することに

ついて同意し、当該権限を日本貿易保険に付与する。

（回収に係る権利行使の復委任）

日本貿易保険は、被保険者から委任された当該債権の権利行使の権限を第三者に委任することがで

きる。当該委任を受けた第三者の権利行使については、上記１及び２の規定を準用する。



５． (1) ５． (1)

(2) (2)

６． (1) ６． (1)

(2) (2)

（その他）

２(1)及び(2)の算式中、支払保険金額は、損失防止軽減費用が含まれている場合、当該費用を除いた金額と

する。また、表示通貨が外貨の場合は、(当該費用控除後の)支払保険金額を保険金支払時に適用したレート

で表示通貨に換算した「建値換算支払額」を用いる。

(注２)

同算式中、第６条の損失額は、建値ベースで計算する。また、付保損失額が対外損失額と異なる場合は、対

外損失額を用いる。（回収金の配分の計算では、基本的に「代位比率」を用いる。）

・「付保損失額」…保険契約上の損失額

・「対外損失額」…輸出契約等上の建値損失額

・「代位比率」＝支払保険金額(建値換算支払額)／対外損失額

・「てん補率」＝支払保険金額(建値換算支払額)／付保損失額(建値ベース)

日本貿易保険は、権利行使等の委任の内容に関して影響を及ぼす事情の変更があったときは、被

保険者に対して権利行使等の委任の内容の変更を申し込むことができる。

被保険者は、上記(1)の申込みがあったときは、正当な事由がない限り、これに応じるものとする。

（注１）

（権利行使等の委任の解除）

被保険者の責めに帰すべき事由により当該債権に係る金額の全部又は一部が返済されない場

合、日本貿易保険は、約款第29条第４項又は第30条第３項に基づく権利行使等の委任を解除する

ことができる。

上記(1)の場合、被保険者は、約款第29条第１項に基づき当該債権又は損害賠償金、違約金その

他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。

（権利行使等の委任の解除）

被保険者の責めに帰すべき事由により当該債権に係る金額の全部又は一部が返済されない場

合、日本貿易保険は、約款第29条第４項又は第30条第３項に基づく権利行使等の委任を解除する

ことができる。

(注２)

同算式中、第６条の損失額は、建値ベースで計算する。また、付保損失額が対外損失額と異なる場合は、対

外損失額を用いる。（回収金の配分の計算では、基本的に「代位比率」を用いる。）

・「付保損失額」…保険契約上の損失額

・「対外損失額」…輸出契約等上の建値損失額

・「代位比率」＝支払保険金額(建値換算支払額)／対外損失額

・「てん補率」＝支払保険金額(建値換算支払額)／付保損失額(建値ベース)

上記(1)の場合、被保険者は、約款第29条第１項に基づき当該債権又は損害賠償金、違約金その

他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。

（その他）

日本貿易保険は、権利行使等の委任の内容に関して影響を及ぼす事情の変更があったときは、被

保険者に対して権利行使等の委任の内容の変更を申し込むことができる。

被保険者は、上記(1)の申込みがあったときは、正当な事由がない限り、これに応じるものとする。

（注１）

２(1)及び(2)の算式中、支払保険金額は、損失防止軽減費用が含まれている場合、当該費用を除いた金額と

する。また、表示通貨が外貨の場合は、(当該費用控除後の)支払保険金額を保険金支払時に適用したレート

で表示通貨に換算した「建値換算支払額」を用いる。



別紙様式第23 別紙様式第23

年 月 日

年 月 日 独立行政法人日本貿易保険　御中
独立行政法人日本貿易保険　御中

印

印

(証券番号) (証券番号)

(理由) (理由)

年 月 日 年 月 日

限度額設定型貿易保険約款第30条第３項に定める「合理的な理由」が存在することを、 限度額設定型貿易保険約款第30条第3項に定める「合理的な理由」が存在することを、

独立行政法人日本貿易保険 独立行政法人日本貿易保険

以上

認定証

認定します。

認定しません。

記

氏名

被保険者

｢合理的な理由｣認定申請書

　 自ら回収に係る権利行使等を行うことを希望しますので、限度額設定型貿易保険手続細則第24条第２項の規定
に基づき、下記のとおり申請します。

住所　　　

被保険者

住所　　　

氏名

｢合理的な理由｣認定申請書

　 自ら回収に係る権利行使等を行うことを希望しますので、限度額設定型貿易保険手続細則第24条第２項の規定
に基づき、下記のとおり申請します。

記

以上

認定します。

認定しません。

（新） （旧）

認定証
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